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 ◆夜勤か宿直か◆   

 多くの医療機関や介護サービス事業所では

24時間体制のサービスが提供されています。 

 夜の泊まり勤務には｢夜勤｣と｢宿直｣があり

ますが、ふたつは大きな違いがあります。  
■ 重要ポイント  

 夜勤には深夜割増賃金を支払わな

ければなりません。 

 宿直には特別な許可が必要です。 

 夜の勤務の実態にあわせ、賃金の

支払いで間違いのないように。  
■ 夜勤とは何でしょう  
 法定労働時間の中で夜間に勤務することを

夜勤といいます。 

 法定労働時間とは原則1日8時間、１週40時

間の労働時間のことです。その労働時間の枠

の中で夜間に勤務することを夜勤といいま

す。 

 深夜の時間帯である午後10時から午前５時

までの勤務については、深夜割増手当（２割

５分増）を支払わなければなりません。  
■ 夜勤手当4,000円は適法？  
 １カ月の所定労働時間が160時間で、月給

が280,000円であったとします。 

 1時間あたりの賃金は 280,000÷160で

1,750円となります。 

 深夜勤務に7時間従事したとすれば、 

   1,750円×0.25（法定割増率）＝438円 

   438円×7時間＝3,066円 

 夜勤手当が深夜割増賃金として支払われて

いるのであれば、4,000円以内に納まってい

るので、法的な問題はありません。 
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 もし、月給380,000円の人にも同じく一律の

4,000円が支払われているのであれば、 

 1時間あたりの賃金は 380,000÷160で2,375

円となり、   

   2,375円×0.25（法定割増率）＝594円 

   594円×7時間＝4,158円 

 で、4,000円を上回っています。この場合は

違法ということになってしまいます。  
■ 宿直とは何でしょう  
 高価な品物を販売やレンタルしている会社

の、守衛の方をイメージしてください。 

 彼の仕事は夜の見回り。その後は、宿直室

で熟睡することができ、通常勤務の人が朝出

勤してくれば、役目は終わりです。緊急時に

は対応しなければならず、眠る場所は指定さ

れてはいますが、熟睡している時間について

は通常の労働時間としなくてもいいという取

り扱いがあります。 

 宿直に、労働基準法の労働時間、休憩、深

夜の割増賃金の規定は適用されません。  
■ 宿直は許可がいる  
 労働基準法の例外的な取り扱いなのですか

ら、宿直を行わせるには労働基準監督署長の

許可が要ります。許可がなければ違法行為と

いうことになります。 

 許可を受けなけれ

ば、宿直室で夜眠って

いる時間も労働時間と

なり、深夜割増の賃金

まで支払わなければな

りません。 
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■ 宿直の許可条件  
 宿直勤務とは、所定労働時間外又は休日に

おける勤務の一態様で、構内巡視、文書、電

話の収受又は非常事態に備えて待機するもの

で、常態としてほとんど労働する必要のない

勤務をいいます。 

 

 そのほか、  
・ 相当の睡眠設備が設置されていること 

  （会議室のソファーで寝るはダメ） 

・ 宿直の頻度は1週間に1回程度であること 

・ 宿直手当が支払われていること   
が必要です。 

 

■ 宿直手当の額  
 深夜割増賃金を含む宿直手当の最低額は、

その事業場において宿直に就くことの予定さ

れている同種の労働者に対して支払われてい

る賃金の1人1日平均額の3分の1を下回らない

ものである必要があります。 

 

■ 介護施設の宿直勤務許可は非常に困難  
 社会福祉施設の宿直勤務については、常態

としてほとんど労働する必要のない勤務であ

ることのほか、次の要件をすべて満たさなけ

ればならないという通達があります。  

 

（１） 通常の勤務時間の拘束から完全に開放

された後のものであること。  
（２）少数の者に対して行う夜尿起こし、お 

むつ取替え、検温等の介助作業であって、

軽度（おむつ取替え、夜尿起こしであって

も、要介護者を抱きかかえる等身体に負担

がかかる場合を含まないこと）かつ短時間

（介護作業が一勤務中に1回ないし2回含ま

れていることを限度として、1回の所要時

間が10分程度のものをいうこと）の作業に

限ること。  
（３） 夜間に十分睡眠がとりうること。 

  
 こうみてくると24時間サービスの介護施設

が宿直勤務の許可を受けることは大変困難と

いえます。 

■ 宿直が許可されている理由  
 宿直勤務は通常の労働者と比べて労働密度

が薄く、労働時間、休憩、休日の労基法の規

定を適用しなくても、労働者保護に欠けるこ

とはないであろうと考えられています。 

 しかし勤務の状況はさまざまなので、勤務

の実態を記載して労基法の適用除外の許可を

労基署長から得て「宿直」として認められる

というものです。 

 ｢宿直｣は簡単ではないのです。 

 

■ 仮眠時間は労働時間  
 夜勤勤務の途中で休憩を与え、仮眠を取っ

てもらうというシフトを組んでいる医療機関

や介護事業所は多いと思います。  
 仮眠時間の取り扱いもややこしいところが

あります。  
 仮眠時間が労働時間であれば賃金を支払わ

なければなりませんが、休憩時間であれば、

賃金の支払いの必要はありません。 

 仮眠時間が労働時間かどうかは実際の勤務

の状況によります。一概には言えません。 

  
 実際に業務を行っていない仮眠時間であっ

ても、業務が発生した場合にいつでも対応で

きるよう待機しているのであれば、労働時間

として考えなければなりません。  
 深夜の時間帯の仮眠時間がもし労働時間な

のであれば、通常の賃金に加え深夜割増賃金

の支払いが生じますので、注意が必要です。  
 休憩時間（賃金の支払い不要）とは「労働

から離れることを保障されている時間｣で

す。現実に作業していなくても、いつ就労の

要求があるかもしれない状態で待機している

いわゆる手待ち時間は、就労しないことが使

用者から保障されていないので休憩時間では

ありません。              
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シリーズ  年   金    
        ～～～～    厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金にににに公務員公務員公務員公務員もももも加入加入加入加入するするするする    ～～～～    

                                                        施行日施行日施行日施行日    平成平成平成平成27272727年年年年10101010月月月月    

                                 
 被用者年金制度の一元化をはかる法改正が

ありました。（平成24年8月10日成立・22日公

布）法施行は平成27年  
主な改正事項 

①厚生年金に公務員及び私学共済職員も加入 

し、2階部分の年金は厚生年金に統一する。 

②共済年金の保険料を引き上げ、厚生年金の保

険料率に統一する。 

③共済年金の職域部分は廃止する。 

                    新潟県新潟県新潟県新潟県のののの最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは6666円円円円アップのアップのアップのアップの689689689689円円円円にににに確定確定確定確定        平成平成平成平成24242424年年年年10101010月月月月からからからから                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

【 社員を育てたい！！社員を育てたい！！社員を育てたい！！社員を育てたい！！ 】      8月○日                      
   

        海外進出も視野に入れ、社員の英語研修をはじめたという製造業の経営者にお会いした。

｢英語のできる人材を採用するのではなく、社内のスタッフを英語ができるように育てたいので

す」と力強くおっしゃる。経営者はおやじのような存在で、従業員には家族の一員と

いう気持ちになってもらえたらという。 

 会社事務所、工場を案内していただく。清掃の行き届いた構内に、小さな季節の

花々がさりげなく至るところに置かれていて暖かな雰囲気がかもし出されている。従

業員が育てた花だという。良い製品を作ったから売れるのではない、市場を研究・開

発してわが社でしかできない製品を作り黒字経営にする。残業になるような仕事は始

めから受注しない。（ほとんど残業はない）。ガラス張りの社屋（機密の開発をして   

 いるところ以外は本当にガラス張り）。ガラス張りのオープンな経営を目指してい 

   るという。聞いている私までワクワク、またお話をお聞かせください。 

 人事労務の素朴な疑問                    
        
            

                    健康診断の報告健康診断の報告健康診断の報告健康診断の報告        

 

 常時50人以上の労働者がいる事業者

は、定期健康診断実施後、遅滞なく、 

｢定期健康診断結果報告書｣（様式６号） 

を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ

ばなりません。  
 検査項目ごとに実施者数とそのうちの

有所見者数を書き、産業医の氏名の記入

及び押印が必要です。 

     （労働安全衛生規則52条） 

 

 新潟県の最低賃金は現在683円である。 

 8月27日、現行の時間額を6円（0.88％）引き上げ、時間額689円に改定されることになった。

今後は官報に公示を行い、最も早い場合で10月5日に発行することとなる。 

 最低賃金は都道府県ごとに違う。 

 東京都は現在の837円を13円引き上げて850円に改正される。 

 東京都最低賃金は生活保護水準と比較したところ、20円下回っていたことを踏まえたもの

で、今年度で乖離額の全額を解消できる状態にはなく、13円の引き上げとし

たものだという。 

 東京都の最低賃金は850円！大幅な引き上げと思われるが、まだ来年も引き

上げとなることが見込まれる。 


